
さ咽壼句O∨ .0二範くP
⊃部)0条。・

廿挙煙αOOゞせeK母
椰さ盤き 思ヽ釈か工拘黙

′

剌薄出壼箕―もK掏員ぺν

軍ЮOORE(黙揮煙駄維

繍O黙ぐ
′
累 OゞЮRE)°

湘尽製書ぐθ埒9悩 D製

後
′
珊也塑期郎]Щせ翻]Щ代

盤掘pD製く餞′
誕せ震都

p綺30せ剌書。せ絆くD
3句鞭賦DttD製後

′「θ
00ν珊製9侵」句3Ю純

眠O脳颯ρ3椰D製
°
畔細

9く キヽーe網剌θヽ 9悩

い織
′
壼証選世句νθ亜ク

黙0さま
′
ψ黙」縫剌Dν

“

‖Gα目や導3“D製
°
ψ

OD製 (:)湮
′
誕
“
kり都日ЩЩ製

0挙マ■つρ二常〈髯きくKLblv`3〔ζp
い爬

°
部肛0瓢椰Oく 抑ヾ

99掏短最El型 せ斜聖O
゛
専漁 p゙く―)卜 一ヽ後掟

9“D掟
°
ぐせ知Q会0会

9悩中代後
°
煙築(lトミ墨

颯⊃O菓園後料3′ 晨堅枢

翠●ヽ +ハー年OR翠粂墾

却DpV黙部い
°
郎EIK《O

則ntttl瓢煙翼濶
′
晏QOν3

Oヾpせ純3pDttQ会
。

疑

∩
甲
ヽ
ヽ
冬
∪
ヨ〓

職最椰躙レ田中鼻ピヽまO撃鰹

撫押「く題OヽК」旨筆や3⊃製

挙修 lIEttE韓ピ01‖I総範勾掏鴎

PらЮ側
′ZttVO塑極榊 lllく

“

判

壼「こ範Oミト・」苺睡OpD悩 10°

1撻
′
器恒洵壼ZIVOくК暉くlI「

争plmtOttD洲ν
′
椰靭続回斡句

や縦氷卜Ю「Ⅲ磨莉[‖囮

`腫

痕製選駆」

城O製後
′
やOC側壼壼判く勾罫

条詢黙ロニ範二
°
や卜」PNOoT

計卜Щ条0き#卜ЩttPα野④‖

肛
′
郎Dlll掏糠e要□lJ和獣K叩抑E

轟塑O(糞贈ピ型「翠和椰DttO側

翌〔」押肛二νぬ製
°

:ト

獣
EEl

□

N
眠

N
I
tO
N
贅
汁

‖
ヾ

〇
∝

一一部卜
′
斡和

′
冬算掏

く後塑加郎llll型則壼ヾ 製

OpD“ 10条。.

枷0晨む懸晨遡O運∝R
Щlざ 準機制長no円終e
牌鵬やい

°
3艶綺9「s

棗
′
業壇郎眠ぜ綺OνθQ

3製 3」 句lll10ttNop

h・ 畑Vぶぜ根ぺ後鞭粂0

NOp毅舶部D叔
°
窯終細

せ「Z国嶽畑量O測細韻軸
0ぐ暉O週ぐ響後掟Q」

「>日魚起製pね」鞭知句

羅Sいマ
°
終つllll像鞭O会

証3νぐQ判
′「子トーヽ て

一KpttMDRO壮 」D
ミ」句‖[0く pぃ部

°
瓢導

いヾ せNO丼業ば軽昭Oぜ
09せメ翠KO枢筆や肇D
ν3製OD30pぃ。

(む
Kヽ P′ 撃ヽOせヨNOさ
駅。経糠やDν3Q後′

ψ
黙p晰3o会 o・ 句時囀l」

つま緊竣pD表°
郎ЩぜP

ど後哺3岳
′
8ぜ製ONU

句鞭知後員蟹拘黙硬ちSp
い
°
謳来型黙00ν3製O

p′ z国図枢榊《□せ鞭眠

やヨいUttpp“マくθD
黛鞭3句熙起Dν

′
面拗慰

むQU判せD悩⊃硬
°

一一年総壼簿溶卸晏餞掟

ЮくP卜禦
°

P′ 回I筆g
鞭鴇週冊壼。・

Z目図壽週ЩttQ゛尋藻゙

句壼υ黙ヾ 枢低・駆飾e墨

欄やハも一斜聖世埒Q乖幽
pttα回

′α歯肛御0製昼

《粂嚇0黙くRpね
。
.珊

壼
′
ヨ子卜かい嚇せ辻0藝柊

Oく(軸民営K枷純|トーレ
pD製°

誕後
′
ぐ椰pe薄

柊後衛″r型綺Qu碍0わE襲

榊せヨ子卜へ型萩竣い呻O後

表D30pせ疑3長 A」硬眠

⊃製Q′ ヨ子卜か繊EO割椰

晨0せ「回選pぃ。
3郡抑

Qに細Oν くヾ

'い

く」句

噸0黙椰⊃製震
°
怖颯《椰

終肛晏Qθ「ψOk」句壼豪

ヾ゙ ■3b“

“

く」句‖[O

黙悩⊃製
°
纏躙押殴腫ねぐ

OttZ国図軍p′ 《縄O‐

興証寝せKttO瓢業後欄Q
黙ν

“

部い
°
椰樫EElや鯛

D部わ後
′
根終0ヽ綱O冊

肛眠鯉純知後捻9′ 【く押

馴職ぃゃe雪隷D3・ DQ
⇒
′
廻郷

′
縞罫や出む0経

pO煙製尽OOq出田製む

'い

く0′ 駆後寧く留硬眠

押lll10 ν3製餞也胆後梗V
梗OpD部 0° 中0絆ペ

ψ
′
鰹眠

′「湮3′ 睡胸劇

舶椰⊃硬」AJ練ぺQU句後

臨会0製やい
°
縦躙後欄D

IК杓黙QU句鸞懸鬱純晏0

1く 1)′ КN]ЩくK2'A製需倉ホ、ふ?挙ヾ

eo藝田純o製句漁Э椰⊃

N要
°

一一郎OЩO択壼製3pニ
N野0せ肛糠e部 慕ヽ

°

證
舶
Ｓ
瑯
舌
椰

ｏ
雲

（
一
Ｎ

）

。緊
轟
紳
叩
湮
押
黙

。叫

轟
訃
来
撫
朴
Ｋ
来
榊
倒
回

ィ巡
回
墜
。“
絲
や
以
来
細

Ｋ
ハ
い
ヽ
や
さ
駅
さ
絣
来

胸
興
奪
朴
Ｋ

コ
く
）
０
句

謝
訃
駆
瓢
傘
Ｋ
ハ
い
い
）

業
や
盤
絲
Ｋ
Ｅ

′絆
Ｋ
ぎ

瀬
薇
択

。黙
“
細
購
轡
８

３
句
ぬ

・
⊃
♀
壼
可
△



肛脳獣ll go軍休くК暉せ荻Dν「品準押併9Ю郎嘔せ3域 40製」

・`                Oν
“

い囀
°

眠や霜蜘悩⊃撃
°
〔せ

「絆熱ettDpO雲 llll

せ総晏D3」 場|‖]3部

D表後
′
製軍《e総誦

pせ「憔黒逃せ 9ヽ爛

《 |がゆ堪郭」世梗0

ν3製
°
導ettЩ句網

編DV3純3⊃
′
K網

罫拘後頷9“D叔後
′

渾型郎弧暉句難恭騨К

鬱量畷D製 9製句睡3
ν葉昨⊃悩⊃硬

°
黙ぐ

暉O累状ピO適駆蝶燎

‖[壼翻θttЭ pせ純3
pD“Qく

゛
駅田部皿

略態「織鼈や揆eヾ畑

弧雪3純会ON」 句|‖Ⅱ

一―中O国姿恭摂里K畑

sp卜で
。「鴇印9鞭

⊃」Pせ
′
判二}0喘辻後

300距里条
′
荘鮭掏ミ

p⊃悩10° 累抹螂駆p
「ポ辻

=蜘
準蝉」製。製

条p⊃某榔コくで
°

さ購0駅型せ
′
怖Щ暉型

専ぐ抑黙製枷]

‖いヽ 食くコ

∩渾ligO拒蕉

回幽ビ世03

ν
′
郡趣細翼句早く紹区Q

O後難3A」 Ъヽ 卜ヽp壼後

ぶこ引
`_D小

せ
゛
製尽くKゞンヽP(〕 k」

句V晏黙悩D製後
′
雲KIR

|くKlXt'「‖橿器圏p
せ鞭3」 AJD′ 櫂

椰摩型湮銀Dνθ

Q民 郡申くpD
叔・

一―翠叫證部磐

歴躙押麟⊃刊b
製「回卜>NO
O―」 (3廿―

駅終判)OS熙
肛躙」03ν
壼

′
句卜opト

条
°
おせ―駅

′

掻慣中E薇壼督熙

押鵬製⊃
′ZI

望壼轟lII鋼‖Πト

Ю圏枷型域⊃部

⊃製
°

刊ヾ ED製□OZ

=VOll可
一K

せ
′
掻艦Dν3Q

U句後像QQ綺3葛0せ IEII

障くQ漁艦翠Oヽ曇O郎押

繁lk・ほぶ型D長9′ 区別筆

型08量 Oll H一Кp煙純
V萬空せ回⊃掟9′ 緊3軟

後捻悩9想饂QO製製e′

≦ヽ(〕 :マ民8くKpt,′ 挙置月勲畢肇博日

後梗粂ONuA」θぐe′ 螺
縦DttD硬

°
いЮA」

′
z国

X蒸t,郎ЩくKt,寧 t(〕紳興
eu判む _ヽ鋲 ハホpぃ

判
°
Z国Vせせ■《

′
ヨR

句爛量Oや黙贈黙せ「紳製
脚細郎颯ぐ」後紀pOp′

挙置期KК硼【く11,゛亜gミ≦よ0(ζ゛

句300pい°
悩沢

′
氣軍

やD硬枢撃回螢鐸黙螂uO
ヽミート後

′
「超紳E綺

=圏後鞭3op総 セヾIRO静

璽句選てヾ ‖きく

`ゃ

ハ製
3」 句艦Dヨν3製爬e′

製ミ《p「

“

丼純哺割 句ヽ

眠中Qて拗」句製埋D“D
製後

′
可黙θ「騨せ響後埒

ヾ長餞」AJ響願抑黙悩⊃

N°

一一部拗里冬震置pト

姿
′
④廿肛押奥⊃躙。ν

ド§p′ く、
′IJi031ot菫翼

`

』』碁II検£きゎp聾

隧9悩つく
゛
ざ購せ翼ぶ

`製K祥椰やヰハ釈ふせ縦椰
騒後せQttЮ弓oせ終0

N° 櫂椰鼈せ8購o駅会Q

“

圏拘ヾν煙3“ぃ後
′
漱

|‖Ⅱ榊O朧騒煙絆御鞭9硬θ

OpD会慕晏ON(,い°

哺VO熙細郎BЩ後「朧叩Э
♀や3句枷〔董後綺3」 句靭

軽Dν駆罫拘コ悩D毅
°
部

長
′UO句蜘

′
z国嶽O園

綿ぐ軍製むpせ斡v塑祖郎
皿(くドヽ」Ipfョ |ヨD挙ビ|「部S」ミ後
p舶悩D製

。
ゃONe縦椰

鼈ρ峯国VOホ Hハ 後ヽ攣
長綺3ちQせ選腱p"Q弓
0理疑9悩 D長

°
句せ3

月卜(′ 塑劉邸日Щるヽぜわ∫Lノ縄維椰
Ю藝《後慰句く知梗v′ 十
燎絶怒糾A」せ場νθ3ぺ悩

やくpD製°
業30し3鞭

眠煙単ぺν枷製oo9,い
後
′
邸9襲Q長 3′ θO句

椰葉中御‖[Rυ弓会0製句

ぐpp日10p3悩ぃ
° ・

抒
卜
聾
歩

拶

量

（Щ
“
ぼ
К
榊
彎
）

「
畏

ボ
郎
鰹
ｐ
網

―

憫

劇

」

一―あ#里壼
′
羅辻楓K

円枢ヨ証躙域句oκttllll

t献賦⊃椰⊃製
°
壇榊К

埜||く

“

略型哺∨o軽事後

鑑il`⊃椰Dl:ぜ ift′ 卜」O歯
壼勾く域壕⊃p⊃製(0・

郎Щ暉後郎颯 |く |く型

練榊区昭O葉緊せo3ν鞭

一襲

一



獲2014年 (平成 26年 )3月
:1日

(土曜 日)イ 聞 (コチリ)・ 」ヒ =ジ毎

「
私
は
安
倍
晋
三
総
理
の
応
援
団
で

す
」
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
の
長
谷
川
三

千^
子
埼
玉
大
名
誉
教
授
の
こ
の
言
葉

に
、
あ
ぜ
ん
と
し
ま
し
た
。
１
月
、
福

烏
端
聴
社
民
覚
副
党
首
ら
が
参
議
続
議
・

員
会
館
で
開
い
た
女
性
集
会
に
突
然
現

れ
、
飛̈
び
込
み
．で
発
言
し
た
の
で
す
「

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ば
報
道
機
関
と
し
て
権
力
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。
経
営

麟
篠
一
一

私
は
２
０
０
１
年
か
ら
０７
年
ま
で
委
員

議
窃
講
”
寿
な
江
い
穆
鋤
脇
に
一
購
¨

総
理
を
応
援
す
る
よ
う
な
人
に
経
営
委

員
の
資
格
は
な
い
」
と
反
論
し
ま
し
た
”

長
谷
川
委
員
は
、

一
度
退
陣
し
た
安

倍
首
相
に
、
再
登
板
を
求
め
る
声
朗
を
´

出
し
た
グ
ル
■
プ
の

一
人
で
す
。

「女

は
家
で
育
児
、
男
は
外
で
仕
事
Ｌ
と
も

主
張
し
て
い
る
。
朝
日
新
聞
に
短
鏡
を

持

つ
て
入
り
自
殺
し
た
政
治
団
体
代
表

を
た
た
え
る
追
悼
文
も
書
き
ま
し
た
。

同
じ
く
声
明
に
名
を
連
ね
た
百
田
尚

樹
経
営
委
員
は
、
東
京
都
知
事
選
で
元

自
衛
官
以
外
の
候
麟
嗜
「人
間
の
く
ず
」

と
呼
び
ま
し
た
。
籾
丼
勝
人
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会

長
に
至

っ
て
は

「
慰
安
婦
問
題
は
ど
こ

の
国
に
も
あ

っ
た
」
な
ど
と
言

っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
巨
大
な
放
送
局
で
影
響
力

が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
権
力
を
握
づ
た

政
治
家
は
、
思
い
の
ま
ま
に
動
か
し
た

い
と
い
う
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
っ
で
も
そ
れ
は
憲
法
の
表
現
の
自
由
一

報
道
の
自
由
い
知
る
権
利
を
危
う
く
す

一爵

難

薫

裂

寸
ド

し
Ｆ

思
ぅ
た
の
は
当
時
の
海
老
沢
勝
二
会
長

の
辞
任
問
題
で
す
。
職
員
の
使
い
込
み

な
ど
不
祥
事
が
続
き
、経
営
委
員
長
が
、

一種
蘇
臨
響
罐麓
翻肥
麟

げ
ま
し
た
が
ヽ
記
者
発
表
は

「多
数
決

の
結
果
、
全
会

，
政
で
再
任
」
で
し
た
。

第
■
次
安
倍
内
閣
の
研
年
、
首
相
に
近

い
古
疹
菫
催

‥富
士
フ
イ
ル
ム
社
長
の
経

営
委
員
長
内
定
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

定
例
会
で
尋
ね
る
と

「今
日
の
議
題
で

は
な
い
」
と
退
け
ら
れ
ま
し
た
。　

・

し
ま
し
た
が
、
７
時
の
ニ

ュ
ー
ス
は
ち

よ
っ
と
流
す
だ
け
ｒ
Ｖ
Ｅ
Ｋ
が
上
告
し

れ
鶴
婆
浴
輝
職

一日
の
議
題
で
は
な
い
」
。

Ｎ
Ⅱ
Ｋ
は
問
題
山
積
で
す
。
で
も
１２

年
、士
自
田
隆
子
（
１
９
１
０
～
５６
年
）
の

た 一指
揮
棒
を
振

っ
た
女
性
作
曲
家
で
慕
。

朧

抑
斑

鰊

畿

鍵

・

さ
な
い
幹
部
た
ち
が
い
る

一
方
、
こ
う
¨

い
う
番
組
作
り
に
努
め
る
人
も
い
る
。

私
が
経
営
委
員
に
選
ば
れ
た
の
は
、
．

こ
う
ル
た
埋
も
れ
た
女
性
作
働
塚
を
発

掘
す
る
私
の
研
究
を
紹
介
し
て
く
れ
た

新
聞
記
事
の
お
か
げ
で
し
た
。
ク
ラ
シ

ッ
ク
音
楽
に
お
け
る
男
女
差
別
の
研
究

で
す
。
総
務
省
か
ら
、
あ
る
日
突
然
「
経

営
委
員
に
」
と
の
電
話
が
あ
り

「
ど
う

し
て
私
が
」
と
聞
く
と
、
デ
ト
タ
ベ
ー

ス
で
読
ん
だ
と
の
こ
と
で
し
た
。

・
実
は
米
国
の
憲
法
に
も
書
い
て
い

・
な

認
翠
馘
爆
勁
欝
彎
呼

赦
縄
が
整
選頴

・“州』男嘲鋼漏級一】】デ酵鯖け

沖燎“十い詢疇「れはプ斑時燎切

鍔
隔
瑚鴨
鮮
穐
雌続
減

計
暁
屏
耀
諦
龍

一す
。

一
そ
の
せ
い
で
し
一
う
か
、

‐教
員
に
な

つ
た
時
ヽ
今
度
は
ふ
が
学
生
に
伝
え
る

一き
こ
と
を
，”

れ
ょ
う
．と
思
い
ま
し

た
。
ク
ラ
シ
ツ
タ
音
楽
で
は

，
男
社
会

の
価
値
で
あ
る
重
厚
‥長

大
が
尊
ば
れ
い

オ
能
が
あ
つ
て
も
女
性
作
曲
家
は
評
価

さ
れ
な
い
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
―
。

例
え
ば
歌
「
会
場
を
圧俳
する
よ
テ

な
声
車桑
Ｌ
す
か」い
」」
さ
れ
る
。摂

つ

量 ● .儘

◇

12

◇

音楽の男妾差別研究で実感 24条は宝
器
も
同
じ
。
重
そ
う
な
工

い
で
し
ょ
う
。
軽
や
か
で

い
、
ビ
ア
ニ
シ
モ
の

さ
れ
な
い
。
木
や
毛
皮
と
い
っ
た

素
材
の
民
族
楽
器
は
だ
め
な
の

曲
も
重
厚
長
大
で
す
。
ヘ
ン
デ

メ
サ
イ
ア
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

エ
ム
、
ベ
ー
ト
Ｌ
ベ
ン
の
第
９
、
バ

ハ
の
マ
タ
イ
受
難
曲
。
も
と
む

貴
族
の
お
抱
え
作
由
家
た
ち
で

ら
、
権
威
に
仕
え
る
保
守
的

の
で
す
。
若
い
と
き
よ
り
晩
年
の
方
が
、

円
熟
し
て
精
神
性
が
高
ま
る
と
い

い
こ
み
も
あ
る
。

一フ
ラ
ン
ス
の
フ
ォ

レ
は
、
若

い
と
き
に
作

っ
た

と
に
」な
ど
の
人
気
が
一
般
に
は
高
ド

で
も
専
門
家
が
評
価
す
る
の
は
晩
年

訳
の
分
か
ら
な
い

´
曲
ザ
小
難
し
く
な

て
は
教
養
を
疑
わ
れ
る．
と
思

っ
て
い

つ
で
も
ヽ
う
『
一

こ
う
し
た
男
性
の
価
値
観
を
離
れ
、

公
平
な
自
で
世
界
を
見
る
と
、
す
ば
ら

諄
彦

い
女
性
億
歯
家
が
た
く
ざ
ん
い
る
。
・

フ
ラ
ン
ス
の
セ
シ
ル

・
シ

ャ
ミ
ナ
ー
ド

や
ポ
リ
ー
ヌ

・
ヴ
ィ
ア
ル
　
・
ド
等
々
。

´

私
は
、
み
ん
な
が
ベ
ス
ト
だ
と
思
う
ヽ

誕
電
翻
鱒
縄
い

一
生
懸
命
す
る
。
一そ
れ
が
ク
ラ
シ
ッ
タ

の
男
女
差
別
を
知

っ
た
私
の
義
務
だ
か

ら
。
同
様
に
剃
Й
ば
ヾ
慰
安
婦
と
接

‐し

た
元
日
本
兵
は
、
勇
気
を
出
し
て
名
乗

り
出
て
ほ
し
い
「
若
い
世
代
に
事
実
を

俯
え
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
人
が
ど
れ
ど

ん
増
え
れ
ば
、
憲
法
は
豊
か
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

唯討
Ｉ
一一一
Ｉ
ユ



送法 (抜粋)

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発

達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにする

こと。

第 2章 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編成の自由)

第 3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されるこ

とがない 。

(国内放送等の放送番組の編集等)

第 4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送 (以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつ

ては、次の各号の定めるところによらなければならない。
‐ 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

第 3章 日本放送協会

(経営委員会の組織)

第 30条 経営委員会は、委員 12人をもつて組織する。

2 経営委員会に委員長 1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を

定めて置かなければならない。

(委員の任命 )

第 31条 委員は、公共の福社に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、      
｀

両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科

学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。(委員の権限等)

第 32条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の

編集その他の協会の業務を執行することができない。

2 委員は、個別の放送番組の編集について、第 3条の規定に抵触する行為をしてはならない。

第 52条 会長は、経営委員会が任命する。

2 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員 9人以上の多数による議決によらなければならない。

3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

(国際放送の実施の要請等)

第 65条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項 (邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、

国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るもの

に限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。

2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3 協会は、総務大臣から第 1項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
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⑤
NHK摩代会長

轟
議

贅:

初代 岩原謙三 1926/08/06-1986/07/12 社団法人東京放送局

2代 小森七郎 1986/09/05～ 1943ノ05/15 逓信省

3代 下村宏 1943/05/15ハ V1945/04/07 朝日新聞社

4代 ノて本書ノヽ良β 1945/04/21～ 1946/02/20 日本電信電話公社

5代 高野岩二郎 1946/04/26～ 1949ノ04/05 大原社会問題研究所

6代 古垣鉄郎 1949ノ05/30～ 1956/06/13 朝日新聞社

7代 永田清 1956/06/13-11957′ 11ノ03 日新製糖

8代 野村秀雄 1958/01ノ 14～ 1960′10/17 熊本日日新聞社

9代 阿部真之助 1960/10/17～ 1964/07ノ09 東京日日新聞社

10代 前田義徳 19側07/17～ 1973ノ07/16 朝日新聞社

11をヽ 小野吉郎 1973ノ 07ノ17～ 1976/09ノ04 郵政省

12代 坂本朝一 1976/09/21-1982/07ノ 02 NHK

13代 菫1原正人 1982ノ 07ノ03～ 1988/07ノ02 NHK

14代 池田芳蔵 1988/07′ 03～1989/04/04 三井物産

15代 島桂次 1989/04/12～ 1991ノ07/16 NHK

16代 川 目幹夫 1991ノ 07/31～ 1997ノ07ノ30 NHK

17代 海老沢勝二 1997ノ 07′31-2005/01ノ25 NHK

18代 橋本元一 2005′01ノ25-2008/01ノ24 NHK

19代 福地茂雄 2008ノ01/25ハV2011ノ01/24 アサヒビール

20代 松本正之 2011ノ 01/25ハ‐2014/01ノ24 J良勅

21代 糎井勝人 201を 01ノ25～ 日本ユニシス



平成 25年度 会長等の標準報酬

役  職 月額報酬
期末報酬

(各 期 )

年間報酬額

会 長 2, 110,000円 2,800,000円 30,920,000円

副会長 1,830,000円 2,470,000円 26,900,000円

専務理事 1,600,000円 2,200,000円 23,600,000円

理 事 1,490,000円 2,090,000円 22,060,000円

(注)上期の期末報酬については、経営委員会が行 う会長等の

24年度の業績評価の結果により、100万 円を上限に増額ま

たは 100万 円 (会長は 200万円)を下限に減額することが

ある。



NHK経 営委員会委員一

の経営委員

委員長 浜田 健一郎 (株)ANA総 合研究所 取締役会長

委員長職務代

行
上村 達男 早稲田大学法学部 教授

委員 石原  進 九州旅客鉄道 (株) 取締役会長 原発推進

委員
上田 良一

NHK経営委員会 委員 (常勤)

前 三菱商事 (株)代表取締役副社長執

行役員

委員
中島 尚正 (学)海陽学園海陽中等教育学校長

安倍氏ブレーンJR東海会長葛“
西敬乏と親密

委員
長谷川 三千子 埼玉大学名誉教授

2012年 9月 自民党総裁選で安倍

を応援

委員

百田 尚樹 小説家、放送作家

2o12年 9月 自民党総裁選で安倍

を応援。2o14年 2月都知事選田

母神候補応援。2013年 12月 安倍

との共著「日本よ、世界の真ん中

で咲き誇れ」(ワ ック)刊行

委員 本田 勝彦 日本たばこ産業 (株) 顧問 安倍少年時代の家庭教師

委員
美馬 のゆり

公立はこだて未来大学システム情報科

学部教授

委員 宮田 亮平 東京藝術大学学長

委員
室伏 きみ子

お茶の水女子大学ヒューマンウェルフ

ェアサイエンス研究教育寄附研究部門

教授

委員 渡邊恵理子 弁護士

作成者内野光子補記

須田 寛 1998. 6.23-2004. 4。 10 JR東海初代会長、現相談役

石原邦夫 2004. 12.21-2007. 4.10 元東京海上日動火災社長、ミレアホールデイングス社長

古森重隆 2007. 6.26～ 2008. 12.21 富士フィルムホールデイングス取締役会長

小丸成洋 2008. 12.22～2011. 1.25 福山通運社長

数土文夫 2011. 4。 12-2012. 5。24 元 JFE社長、現東京電力会長

浜田健一郎 2012. 9,11～ ANA総合研究所取締役会長



NHK経営委員会 1経営委員会とは(経営委員会の仕事) 2/3ページ

1この基準は、平成20年4月 1日 から施行する。

■平成26年 1月 1日 現在、常勤の経営委員会委員は、委員の役職の者1名 が在任

01表 )

(改正 平成25。 4。 23議決、平成25。 4.1適用)

(非常勤)

※非常動の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する.

※非常勤の経営委員会委員で監査委員会委員に任命された者は、その役職に応じ、上記の月額報酬に、下記

に定める額を加算して支給する。

加 算 額   :     154,800

(常勤)

※常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。

つ014/04/12

役  職 月額報酬 期末報酬

(各期)

年間報酬

委  員  長 387,000「 774,000「 6,192,000円

委員長職務代行者 348,300「 696,600「 5,572,800R

委 員 309,600「 619,200「 4,953,600円

役  職 月額報酬 期末報酬

(各期)

年間報酬

委  員  長 541,800円 774,000「 8,049,600円

委員長職務代行者 503,100円 696,600F 7,430,400Fヨ

委 員 464,400円 619,200円 6,811,200R

役  職 月額報酬 期末報酬

(各期)

年間報酬

委  員  長 1,932,500円 3,865,000円 30,920,000円

委員長職務代行者 1,681,250円 3,362,500F 26,900,000円

委 員 1,378,750円 2,757,500「 22,060,000円



営委員会委員の服務に関する準

(総則)                                         f
第 1条 この準則は、放送法第 62条に基づき、日本放送協会の経営委員会委員が、公共放送の使命と社会

的責任を深く自覚し、高い倫理観を持つて職務を適切に執行するために必要な服務に関する事項を定めたも

のである。

(服務基聘

第 2条 経営委員会委員は、放送が公正、不偏不党な立場に立って国民文化の向上と健全な民主主義の発

達に資するとともに、国民に最大の効用と福祉とをもたらすべき使命を負 うものであることを自覚して、誠

実にその職責を果たさなければならない。                            ヽ

(職務専念義務)

第 3条 経営委員会委員は、公共放送を支える受信料の重みを深く認識し、職務上の注意力のすべてをその

職責遂行のために用いなければならない。

(忠実義務)

第 4条 経営委員会委員は、放送法その他の法令および定款を遵守し、日本放送協会のため忠実にその職

務を行わなければならない。

(信用失墜行為の禁止 )

第 5条 経営委員会委員は、日本放送協会の名誉や信用を損なうような行為をしてはならない。

(機密保持)

第6条 経営委員会委員は、職務上知ることのできた機密 (個人情報を含む)を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とするg

(情報の私的利用の禁止)

第 7条 経営委員会委員は、職務上知ることのできた情報を個人の利益のために利用してはならない。

(兼職禁止)

第8条 常勤の経営委員会委員は、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事しては

ならない。

附 則 この準則は、平成23年 6月 30日 から施行する。                ヽ



平成 24年度 決算の要約 難 )

<業務の実施状況> ～3か年経営計画への取り組み～

いかなる災害時にも公共放送の機能を果たすため、本部 口大阪局等の設備と体制を強化

NHKスペシャルや地域放送等で、東日本大震災を検証し、復興を支援する番組を放送

NHKスペシャル「世界初撮影 !深海の超巨大イカ」など世界に通用する質の高い番組を放送

第46回衆議院議員総選挙、オリンピックロンドン大会の放送を実施

NHKワール ドTVで英語ニュースの放送時間拡大、受信環境整備を推進

オリンピックロンドン大会のパブリックピユーイング等でスーパーハイビジョンを推進

放送通信連携サービス「ハイプリッドキヤス ト」の開始に向けた開発

効率的な業務体制の構築など営業改革の推進により、営業経費を抑制

● 視聴者のみなさまの評価に基づくNHK独 自の手法により、経営計画の基本方針の達成

状況を把握・分析し、業務に反映

平成24年 10月 より、受信料額は、日座 ロクレジット支払で月額120円等の値下げを実施しました。

<収支決算の状況 (前年度決算との比較)>
事業収入は63億円の減収となりました。このうち受信料は、値下げによる218億円の減収影響があり

ましたが、全組織を挙げて業績確保の前倒し等に取り組んだ成果により、13億円の減収にとどめました。

事業支出は公共放送の機能強化など経営計画の重点事項を着実に実施する一方で、業務全般にわたって

効率的な運営を徹底した結果、35億円を抑制することができました。

(1)一般勘定・事業収支決算表
(億円)

※1 25年度に予算総則第10条を適用して建設積立金 (資産)に繰り入れます。

※2 事業収支差金195億 円と固定資産充当資本から組み入れる27億円の合計額です。

(注)・ 消費税の会計処理は税強方式によります (器年度決算までは税込方式によつていました力ヽ 8年度の金額は比較のため税抜で表示)

・金調こついては、単位未満の端数を切り捨てて表示しています。

●

●

●

●

●

●

●

●

ｏ

　

　

　

４

■

１

事業収支差金は28億円の減となり,収支全体では減収減益となりました。なお、事業収支差金の195億

円は、新放送センターの建設等に備え、25年度に建設積立金 (資産)に繰り入れます。  ,

△  63 1 塾、 0.9%

△  0.2

△ 18.6

受    信    料

そ の 他 の 事 業 収 入

2,774

144

575

107

1,220

635

670

280

71

14

Δ  23

△  99

△  10

47

△  34

△     1

2.6

11.5

△ 3.9

△ 47.9

△  0.9

8.1

△  4.8

△  0.5

国 内 放 送 費

国 際 放 送 費

契 約 収 納 費

受 信 対 策 費

退 職 手 当 ・ 厚 生 費

減  価  償  却  費

そ の 他 の 事 業 支 出

2,702

129

599

207

1,230

587

704

281

事 業 収 支 差 金



2014年(平成即年)5月5日〈月)

経営委員長職務代行 上 村 達 男 氏
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取
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繰
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⑮1925年 3月 22日、開局式1のあいさつで

●」製 月やつ7太平洋:

全職員に対して

046年4130E:基長説fIおぃき
「ラジオを通ずる新日本建設の事業は民主自ヽ||::
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平洋戦争中のょうに、も●ぱら国家権力に駆使

鱚    :
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いえば私個人の生活をむさはぅでいるわけに
はいかない」

]襲棘誓又皇
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前田義徳

2014年 (平 成 26こ ,5月 5日 (月 曜 日 )

°子鴨鰯 ■■■

壽簑鐸辮畔
来:「20世紀放送史」(NHK)ヤ :自伝などから,1用さ|(敬称略)
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撻慶К翁長こ経饉馨震0憮富

鞣井籐人 NHK新会長
NHK会長就任記者会見での質疑応答

o 特定秘密保護法に関する質問について報道が

、    少ない。姿勢が政府寄り、との事摘には「まあ―

応通つちゃつたんで1言●てもしようがな
いんじゃな

:い
かと思うんですけが■・・」と断りつつt「あまリカッカする必妻はなし`」.: 1・

・ 竹島問題・尖閣諸島問題の質問ついて「日本の立場を国際放送で明確に発信していく。・F。 政府が『右』と言

つているのに我々が『左』と言うわけにはいかない」.      :   =  .
・ 放送内容の質問については「日本政府と懸け離れたものであつてはならない」。

・  慰安婦の質問について「今のモラルでは悪いんですよ」としつつ、補償問題は日韓基本条約で解決済みと述べ、
「戦争をしているどこの国にもあつた」としてフランス、ドイツの名を挙げた

百田尚樹 N‖ K経営委員

・ ・′
1本軍創設を主張し、対談で「安倍政権では、も

つとも大きな政策課題として憲法改正に取り組

み、軍隊創設への道筋をつくつていかねばな

りません」と述べた。

o 2012年 自由民主党総裁選挙に際して安倍晋三と対談し、もう
.一

度内閣総理大臣を目指すよう背中を押した。

・ 久保有政の説を根拠に南京事件を否定している。2014年 2月 、東京都知事選で田母神俊雄の街頭演説に参

加した際には、「1938年に蒋介右がやたらと宣伝したが、世界の国は無視した。なぜか。そんなことはなかったか

らだ」とも述べている。東京大空襲や原爆投下については「大虐殺だつたJと し、「東京裁判はそれをごま

かすための裁判だつたJと主張した。他候補を「人間のクズみたいなやつ」と切り捨てた。

・  日本国憲法第 9条第 1項を否定し、「すごくいいことを思いついた Iも し他国が日本に政めてきたら、9条教

の信者を前線に送り出す。そして他国の軍隊の前に立ちt『こっちには 9条力`あるぞJ立ち去れ :』 と叫

んでもらう。もし、9条の威力が本物なら、そこで戦争は終わる。世界は奇跡を目の当たりにして、人類の歴史は

長谷川三千子NHK経営委員
o 選択的夫婦別姓制度に反対している。

・ 男女共同参画社会に批判的で「女性が家で子を

産み育て男性が妻と子を養うのが合理的iと主

張している。また、女性に社会進出を促す男女雇

用機会均等法の思想は個人の生き方への干7/Jだと批判し、政府に対し「誤りを反省して方向を転ずべき」と求め

ている。

・  絶対天皇制を肯定。野村秋介の朝日新聞東京本社襲撃について「彼の行為によつて我が国の今上陛下は人

間宣言が何と言おうが憲法1主何ど書かれていようが再び現御神となられた」と追悼文集に寄せた。

:蕩雇理:磯蘇
………………

・
…TT~…………丁……………■

l

ζ1隣騎
    菱奉ザず姜

|

i 第2条 経営委員会委員は、放送が公正、不偏不党i

: 主義の発達に資するとともに、国民に最大の効用と権

: 自覚して、誠実にその職責を果たき鱚すればならない

| (忠実義務)

l 第4条 経営委員会委員感、放送法その他の法令および定款を遵守し、日本放送協会のため忠    |
1難 秘 脅

…

発 R T空

驚 景 ti五 _ノ
IR  は、日本放送協会の名誉ヤ
姜,___Ⅲ ……………一――……‐……………コ‐'― '‐

‐~…―・一一― ‐……・‐ヽ‐‐.………■ヽ‐

「野村秋介1よ神にその死をささげたJ

(2013年秋の「追悼パンフレット」)

「慰安編の問題はどこの:国にもあった」
F政府が右としヽうことを左というわけにはしヽ
か 41い」

(1ユ125,日 、会長就任会見)

「南東大虐殺はなからた」:

「東京裁判は米軍が大虐殺をごまかすた
めだったJ

(2月 3日 、都知事選。田母神候補の応援演説)


